
福祉事業の利用に係る資格確認についてのお知らせ

福祉事業をご利用の際にご提示いたいていた組合員証・被扶養者証に
よる資格確認については、令和7年12月1日をもって廃止となります。

令和7年12月2日以降は

マイナンバーカードの保険証利用ができる方 は、

【マイナポータル資格情報画面】
を施設等（シーサイドいずたが・ホテル日航立川東京）へご提示ください。

（※資格確認方法の詳細は次ページ以降）

お問合せ 施設課・施設担当
☎ 042-528-2195



福祉事業の利用に係る資格確認について

共済組合の各種イベント・宿泊施設の利用等には下記のいずれかの方法に
よる資格確認が必要です

（1）マイナポータルの資格情報画面

（2）資格確認書

（3）資格情報のお知らせおよび本人確認書類（マイナンバーカード等）

（4）資格情報通知書および本人確認書類（マイナンバーカード等）

（5）後期高齢者等組合員証明書

※ 組合員証・組合員被扶養者証による資格確認は令和7年12月1日までとなります。



福祉事業の利用に係る資格確認について

共済組合の各種イベント・宿泊施設の利用等には資格確認が必要です

▶令和7年12月2日以降の取扱い

マイナ保険証を利用できる
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マイナポータルの健康保険証画面

資格確認書

マイナポータルにログインできる
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資格情報通知書および本人確認書類（マイナンバーカード等）
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※ 75歳以上の組合員は「後期高齢者等組合員証明書」を資格確認書類として利用できます。
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福祉事業の利用に係る資格確認書類
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※ 75歳以上の組合員は「後期高齢者等組合員証明書」で福祉事業をご利用いただけます。

*

＊本人確認書類：マイナンバーカード等

*



マイナポータルの健康保険証画面（イメージ）

1. マイナポータルログイン後、
トップページから健康保険証を選択

2. 健康保険情報を確認

（イメージ）

（イメージ）



資格情報通知書（イメージ）資格情報のお知らせ（イメージ）

ここを切り取って使用します。

（イメージ）

32130411



資格確認書（イメージ）

▶カード型 ▶ A4紙

（イメージ）
（イメージ）


